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藤 田 悟 自日

上 キす 香 織
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井 藤 志 4場
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略語は準備書面の例による。

号証 事票 目 原 作成 立証趣旨

（作成者等） ． 年月日

写

乙第269号証 意見書 原 R3. 5. 31 ①地震動評価を行うに当たって，

（京都大学防災研究所 地震モーメントMoの上乗せやそ

特任教授川瀬博） の要否の検討によって経験式の基

となる観測データの「ばらつきj

を考慮するのではなく，支配的な

パフメータの「不確かさj を考慮

するとの考え方が，現在の地震学

や地震工学等において広く是認さ

れていること

cg;地震等検討小委員会の下で策定

された手引き改訂案の不確かさ

（ばらつき）に係る記載が地震モ

ーメントMuの上乗せやその要否

の検討を求める趣旨で設けられた

ものではないこと等

乙第270号証 意見書 原 R3. 5. 28 l司 上

（京都大学名誉教授

入倉孝次郎）

乙第271号証 意見書 原 R3. 5. 28 ｜可 上

（京都大学複合原子力

科学研究所持任教授

釜江克宏）
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乙第272号証 「実用発電用原子炉及 写R2. 3. 31 設置許可基準規則の解釈の内容

びそのF付属施設の位置， （改正日）

構造及び設備の基準に

関する規則の解釈j の

制定について

（原規規発第20033110

号）

（原子力規制委員会）
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